
 

史跡旧島松駅逓所管理条例・規則改正提案理由書 

 

1. 目  的 

平成２２年度以降において、旧島松駅逓所の周辺整備を行なうよう現在進めていること

から、現在の複雑な料金体系を見直すとともに、減免規定を拡大し市民のより一層の利用

促進を図ることを目的として改正するものです。 

 

2. 改正内容 

条例改正におきましては、団体観覧料大人が１５０円、小人７０円を大人１００円、小人

５０円に引き下げ及び、団体の定義を改正し市民のより身近な学習施設として、利用促進

を図るため実施するものです。 

なお、同時に規則改正も行い従来の 5 割減免を廃止し、使用料免除の規定に従来の 5

割減免で実施していた下記の①～④の団体について、使用料を免除するものです。 

①市外の小中学校が学校教育活動で教師引率のもとで観覧するとき。 

① PTA を含めた社会教育関係団体が、学習活動で観覧するとき。 

②  市内在住の６５歳以上の者が観覧するとき。 

注)-     は、規則改正の内容 

 

3. 史跡旧島松駅逓所管理条例の一部を改正する条例内容 

 改正後 改正前 

別表(第 6 条関係) 別表(第 6 条関係) 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考  

 1 団体とは、駅逓所建造物を観覧する者の人数

が 20 人以上で構成されている団体をいう。 

 2 大人とは、小・中学生及び小学校就学の始期

に達するまでの者以外の者をいう。 

 3 小・中学生とは、小学校、中学校及び中等教

育学校の前期課程の児童若しくは生徒又はこ

れらに準ずる者をいう。 

備考 団体とは、20 名以上とする。 

 

   附 則  この条例は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

区分 大人 小・中学生 

略 

団体 1人につき100円 1人につき50円 

 

区分 大人 小・中学生 

略 

団体 150円 70円 

 


